
納付期限12月25日㈭ 市・府民税第４期、国民健康保険料第７期、後期高齢者医療保険料・介護保険料第６期の普通徴収　収納課　☎０６（６９０２）５９３５

◦
共
同
住
宅
を
経
営
し
て
い
る

※
該
当
資
産
が
な
い
場
合
も
申
告
が

必
要

申
告
の
対
象
と
な
る
資
産

　

路
面
舗
装
、
広
告
塔
、
パ
ソ
コ
ン
、

複
写
機
、
看
板
、
太
陽
光
パ
ネ
ル

な
ど
の
固
定
資
産
家
屋
評
価
に
含

ま
な
い
事
業
用
の
資
産

申
告
期
間

　

８
年
１
月
５
日
㈪
～
２
月
２
日
㈪

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
告
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

償
却
資
産
の
申
告
を

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の

ほ
か
償
却
資
産
（
事
業
用
資
産
）
に

も
課
税
さ
れ
ま
す
。
個
人
・
法
人
と

も
に
、
８
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産

状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
場
合

◦
市
内
で
製
造
・
販
売
・
建
設
・
サ

ー
ビ
ス
業
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て

い
る

◦
市
内
で
事
業
所
に
事
業
用
と
し
て

償
却
資
産
を
貸
し
て
い
る

◦
倉
庫
な
ど
の
不
動
産
の
賃
貸
業
を

営
ん
で
い
る

整
骨
院
・
接
骨
院
、
は
り
、
灸
、
あ

ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
か
か
り
方

　

健
康
保
険
を
適
用
で
き
る
ケ
ー
ス

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
適

正
化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

整
骨
院
・
接
骨
院

　

骨
折
、
脱
臼
、
打
撲
、
ね
ん
ざ
は

対
象
。
骨
折
、
脱
臼
は
応
急
手
当

を
除
き
医
師
の
同
意
が
必
要
。
肩

こ
り
、
筋
肉
疲
労
は
対
象
外

は
り
・
灸
・
あ
ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

保
険
適
用
に
は
あ
ら
か
じ
め
医
師

の
発
行
し
た
同
意
書
ま
た
は
診
断

書
が
必
要
。
疲
労
回
復
や
慰
安
、

疾
病
予
防
の
た
め
の
施
術
は
対
象

外
問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

　

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給

付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

付
加
年
金
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
に
付
加

保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と

で
、
将
来
の
年
金
受
給
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
、
65

歳
未
満
の
任
意
加
入
被
保
険
者

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

人
、
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
を
受
け
て
い
る
人
は
加

入
不
可

保
険
料　

月
額
４
０
０
円

受
給
額
（
年
額
）

　

２
０
０
円
に
納
付
月
数
を
乗
じ
た

額
※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
込
・
問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　

環
境
水
道
部
で
は
、
計
量
法
に
基

づ
き
、
有
効
期
間
（
８
年
）
を
満
了

す
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
を

順
次
進
め
て
い
ま
す
。

12
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

次
の
各
地
域
の
一
部

　

宮
野
町
、
巣
本
町
、
江
端
町
、
東

江
端
町
、
岸
和
田
１
～
４
丁
目
、

北
岸
和
田
１
～
３
丁
目

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者　

㈱
星
和
建
設
工
業

　

千
石
東
町
３
８
︲
５

　

☎
０
７
２（
８
１
２
）５
１
２
０

費
用　

無
料

　
市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

市役所の時間外・日曜相談窓口（12月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

７日㈰・14日㈰
午前９時～正午
19日㈮
午後５時30分～７時

業�務内容　マイナンバーカードの交
付・再交付、電子証明書の発行・
更新、暗証番号の再設定・ロック
解除、マイナンバーに関する相談
※�混雑時は待ち時間が発生する場合
あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

国民年金 21日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物　基礎年金番号通知書または
マイナンバーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は
委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

市税、国民健康保
険料、後期高齢者
医療保険料、介護
保険料納付

21日㈰
午前９時～正午
※�予約優先。市公式LINEから予
約可。受付は２週間前まで

持�ち物
　�運転免許証など本人確認ができる
物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

　特別会計とは、特定の事業の収入（保険料や使用料など）によって
実施する会計です。すべての特別会計において、歳入歳出同額または
累積収支が黒字となりました。

特別会計

◆収入　23億1613万円
◆支出　20億6313万円

水道事業会計
◆収入　42億687万円
◆支出　36億6401万円

公共下水道事業会計

　市は、少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や人口減少など
のさまざまな課題に対応し、財政運営に取り組んでいます。
　市の財政状況について市ホームページで公表しています。
問合先　財政課　☎０６(６９０２)５８６９

６年度決算の概要６年度決算の概要

地方公共団体の財政の健全性を示す指標です。各比率が基準を超
えると、財政健全化計画などを策定し、早期に改善に取り組む必
要があります。本市の比率は、いずれも基準を下回っています。

市民１人当たりの歳出決算など

財政健全化指標

門真市 早期健全化
基準

財政再生
基準 説明

実質赤字
比率 ― 11.83% 20.0% 標準財政規模に対する一般会計などの赤字額の比率（赤字額がないため、「―」で表示）

連結実質
赤字比率 ― 16.83% 30.0% 標準財政規模に対する市の全会計の赤字額の比率（赤字額がないため、「―」で表示）

実質公債費
比率 5.0% 25.0% 35.0% 標準財政規模に対する一般会計などが負担すべき市債償還金の比率

将来負担
比率 25.1% 350.0% 標準財政規模に対する一般会計などが将来負

担すべき負債の比率

資金不足
比率 ― 20.0%

事業規模に対する公営企業ごとの資金不足額
の比率（水道・下水道会計ともに資金不足額
ないため「―」で表示）

※標準財政規模…標準的な行政サービスを提供する上で、市が自由に使える財源の大きさ

各会計別歳入歳出決算

●福祉の充実…30万2891円
●教育の充実…７万7556円
●道路等の整備…７万7552円
●地域・文化振興、人権政策や
防犯対策…６万4197円

●環境・衛生の向上…５万2454円
●市債の返済…４万3491円
●消防事業の向上…１万5600円
●その他…6590円

会計名 歳入 歳出 累積収支額
（実質収支額）

一般会計 745億146万円 741億1123万円 2144万円

特
別
会
計

国民健康保険事業 130億9634万円 130億1963万円 7671万円
都市開発資金 16万円 16万円 −
後期高齢者医療事業 22億441万円 20億9149万円 １億1292万円
介護保険事業 149億8316万円 144億8481万円 ４億9834万円

合　　計 1047億8553万円 1037億732万円 ７億941万円
※�累積収支額（実質収支額）とは、歳入から歳出と翌年度繰り越し財源を差し引いた金額

（※１）�内訳は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消
費税交付金、 環境性能割交付金

（※２）�内訳は、地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料
及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

（※３）億未満は０億円と表記

　門真市では約14人に１人の割合で障がい者手帳を持つ
人が暮らしています。
　地域で支え合い共生していく社会を築くため、障がい
のことを正しく理解し、１人ひとりができることを考え
ましょう。
◆障がいの種類と私たちにできる配慮
◦聴覚障がい…手話や筆談で状況を伝える
◦肢体不自由…車いすの人と同じ目線で話す
◦視覚障がい…点字ブロックの上に物を置かない
◦発達障がい…話す時は曖昧な表現を避ける
◦内部障がい・難病…障がいの有無を外見で判断しない
◦精神障がい…本人のペースに合わせて声をかける
◦知的障がい…ゆっくり穏やかな口調で声をかける
◆障がい者週間ふれあいキャンペーン
とき　12月６日㈯午前９時30分～正午
ところ　市立総合体育館
内容　ボッチャやペタビンゴなど
問合先
　障がい福祉課
　☎０６(６９０２)６１５４
　FAX０６(６９０５)９５１０

12月３日～９日は障がい者週間

申し込みは
こちら

ヘルプマーク
　外見からわからなくても、援
助や配慮を必要としていること
を知らせるマークです。

保

険

税

金

年

金

上
下
水
道

合計
745億円

市税
201億円

国庫支出金
213億円

地方交付税
85億円

市債
93億円

府支出金
46億円

税交付金（※１）
41億円

その他（※２）
66億円

◆歳入

合計
741億円

民生費
350億円

土木費
90億円

衛生費
61億円

総務費
74億円

教育費
90億円

公債費
50億円

消防費
18億円

議会費
４億円

商工費
４億円
農林水産業費
０億円

◆歳出一般会計
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